
被災地で新たな事業を立ち上げる企業や、まちづくり会社設立
を検討中の協議会等に対し、豊富な経験・ノウハウを持つ
専門家・専門機関が、単なる助言にとどまらず集中支援します。
（復興庁が専門家・専門機関を企業等にご紹介し、双方の了解のもと支援します。）

（平成27年度 専門家等を活用した被災地域における新規ビジネス等支援事業）

専門家・専門機関の支援内容
は下記に限りません。
まずはお気軽にご相談下さい。

専門家への謝金・交通費
支援計画の実施に際して必要となる費用（以下例示）

• 調査企画等実費
• 専門機関による市場調査・製品評価等に要する費用
• 試作品製作費、展示会出展費

新規事業等の立ち上げまでに必要な以下の費用
（全部または一部）を復興庁が負担します。

新商品・サービスの開発
市場調査 → 商品開発企画 →試作品
制作 → テスト販売 → 生産・販売
体制確立 → 新規顧客獲得 など

被災地企業の
新規事業等

既存商品の高付加価値化
顧客情報活用 → ブランド戦略 → 
製品評価・改良企画 → 生産販売体
制改善 など

生産性向上・効率化
生産工程改善・省力化設備導入
衛生管理強化
業務の見える化・ＩＴ化推進 など

商業施設開発
商圏分析 → 開発計画策定 → 出店
者調整 → 建築コスト削減 →販売促
進 など

（例）
 経営者のビジネスプラン作成協力
 商品コンセプトのアイデア出し
 ブランドストーリーの設定
 販売戦略の作成・着手
 生産工程、品質管理の改善案作成

専門家による
継続的な助言指導・実務支援

集中支援

専門家の集中支援に必要な
専門機関による調査・評価等
（例）
 市場規模、競合品動向調査
 試作品の分析・評価
 製品の性能・安全性評価
 商品・パッケージデザインの作成
 テスト販売の実施

 商圏分析
 顧客ニーズ調査
 製造原価分析

（平成27年６月16日公募開始）



復興庁本庁
東京都港区赤坂１－９－１３ 三会堂ビル
電 話：０３－５５４５－７２５３（企業連携推進室）
担 当：佐藤・恒岡・加藤・小島・馬場・藤田
E-mail：kigyorenkeisuishinshitsu@cas.go.jp

岩手復興局
盛岡市中央通１－７－２５ 朝日生命盛岡中央通ビル
電 話：０１９－６５４－６６０７
担 当：和田・河村・今

宮城復興局
仙台市青葉区一番町４－６－１ 仙台第一生命タワービル
電 話：０２２－２６６－２２５１
担 当：成田・日江井

福島復興局
福島市栄町１１－２５ ＡＸＣビル
電 話：０２４－５２２－８５１３
担 当：柴野・安藤

【集中支援のパターン】
① 専門家による調査・分析と経営者との面談に基づく改善提案（プロデュース）
② 調査業務等の外部専門機関の能力活用（アウトソーシング）
③ 専門家と企業との協働による支援実行（ハンズオン支援）

支援計画の実施に必要な以下の費用等（金額目安：1支援案件当たり総額1~3百万円程度）
について、復興庁が全部又は一部を負担します。
① 専門家等の依頼費用、謝金、交通費、アシスタント経費、企画調査等実費 等
② 支援計画に基づき外部専門機関に委託して実施する調査費用 等
③ 支援計画に基づき行う試作品の製作費用・展示会の出展費用 等

※ 支援期間は、最大６ヶ月間程度となります。
※ 支援期間を超えて同一の専門家等に支援を依頼する場合は企業の負担となります。

支援の流れ

お問い合わせ先

応募申請書類等は、復興庁ホームページよりダウンロード下さい。
申請方法の詳細は、ホームページをご確認頂くか、事務局またはお近くの復興庁・復興局へお問い
合わせ下さい。

URL：http://www.reconstruction.go.jp

STEP 1 まずは、下記事務局またはお近くの復興庁・復興局へご相談下さい。
（申請書をご提出頂き、支援の実施可能性を検討します。）

企業等の了解により決定した専門家は、企業等と相談のうえ、外部専門機関による
調査等を含む具体的な支援内容・支援スケジュール(＝支援計画)を作成します。

支援計画は外部有識者による審査を経たのち、専門家・専門機関による集中支援
により実行されます。

支援を受けたい内容やそれに適した専門家イメージを踏まえ、登録された専門家
リストの中から復興庁(事務局)が適切な専門家を企業等に紹介します。STEP 2

STEP 3

STEP 4

費用負担の範囲

6月16日より支援案件の公募開始

〔事務局】
有限責任監査法人トーマツ仙台事務所 復興支援室
宮城県仙台市青葉区中央４－６－１ SS30ビル
電 話：０２２－７１３－８６０１
担 当：鈴木・白壁・生駒
E-mail：reconstruction_support_team@tohmatsu.co.jp
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